
令和7年度　第2回　浜田市環境清掃対策審議会
[bookmark: _GoBack]　　　　　　　　　　　　　【日　時】令和8年3月26日（木）14時00分～15時00分
　　　　　　　　　　　　　【会　場】浜田市役所　東分庁舎　2階　東会議室
　　　　　　　　　　　　　【出席者】裏面のとおり


1 会長あいさつ

2　審議事項
	（1） 令和8年度浜田市一般廃棄物処理実施計画（案）について
【ごみ処理編/生活排水編】
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	人口が減少しているが、令和8年度計画排出量が増加している。理由はありますか？
令和3年3月に策定をした「第3次浜田市一般廃棄物処理基本計画」のごみ排出量推計表の数値を記載している。
枝木や刈草は、燃やせるごみの中で集計されてますか？
刈草は浜田市指定の燃やせるごみ袋に入れていただき、枝木については50㎝未満に切っていただきそれを束ねて燃やせる粗大ごみの日に出していただいており、「燃やせるごみ」として集計している。
燃やせるごみ集計の内訳を出すことは可能ですか？
ごみの種類も多いため、内訳を出すことは難しいです。
人口が減少することで、草木の排出量が増えると聞いたことがある。
空き家対策など連絡はあるが、お子さんが都会に出られて、もう住まなくなった家には草木も生えてくる。近所の方が草刈をすることある。浜田市一般廃棄物処理基本計画では、ごみ排出量推計は増加しているが、実際のごみ排出量は減少しており、草木の排出量が増えることでごみの排出量全体量が増える想定はしていない。
人口も減っており、田や家の後ろの木々をどうするのかという問題があり、放っておくと荒れ地になるという課題がある。大変だと思いますが、どのような枝木も処分できる、その方法を明確化するようなことが今後は必要なのかなと感じている。一般的なごみとは違った種類のごみが出てくる可能性がある。
空き家が増えることで、家具やらごみとして排出されることが多くなると思います。燃やせるごみの内訳を出すのも面白い考えではあるが、集計が難しいため無理かなと思います。
エコクリーンセンターで処理する際に発生する熱を電気として再利用しているので、刈草や枝木も資源となっていることを表に出せる形にしたほうが良いのかなと思いました。
貴重なご意見ありがとうございます。ただ、ごみの種類も多いため、現状内訳を出すことは難しいです。
一般廃棄物の種類と処理主体に「ごみステーションを管理する町内会等の承認が必要」と記載がありますが、明確に記載することで町内会に入っていない方などトラブルにならないのか心配になります。「最終的な判断はご本人です」というような記載が必要かなと感じました。
ここに記載しているのは、事業活動に伴って排出される一般廃棄物の内容です。基本的には事業活動に伴って廃棄されるものは事業者が自ら処分しなければならないのですが、浜田市の場合は申請いただいた事業所に限って収集する制度となっております。その際にごみステーションに排出していただくのですが、ごみステーションは町内会等が管理していますので、事業者の方は「町内会等の承認が必要」と記載させていただいております。わかりにくい表記となっておりますので、表記について検討してまいります。
環境清掃指導員はどのくらいの人数がおられますか？
約560名です。基本的には町内会や集落に1名を選出いただいております。
環境パトロールと記載があるが、環境清掃指導員が行うのか？
環境課や支所には、環境パトロールが在籍している。戸別収集など町内を回る際に不法投棄がないか確認をしている。
SDGsに向けた取り組みについて、市としてどのようなことをされているのかお尋ねします。
広報はまだなどで周知啓発活動をしている。
各支所にリサイクルステーションを設置いただき、利用しやすくなった。ありがとうございました。
三隅支所は、リサイクルステーションが庁舎の裏にあった。それを庁舎前に移動したことで、分別がきちんとされるようになったと感じている。大人から子どもまでいろいろな方が利用されている。
リサイクルステーションは、いつもきれいにされているのでありがたい。
きれいにしてあると、利用されている市民の方々の意識も変わると思う。
目立つ表示をされているのでわかりやすい。
車で横付けできるようになったのも利便性向上に繋がっていると感じている。今後も皆さまに利用いただければと思います。

	（2）HAMADAごみ分別アプリの登録者数について
	

	□質疑応答

	[委　員]
[事務局]


	ごみアプリにはクイズもあるので、継続して利用していきたい。
ごみアプリのクイズの景品ですが、令和7年度までは粗品でしたが、令和8年度からは商品券となる予定ですので、今後も利用していただければと思います。




3　その他
・ごみ分別早見表
　[事務局]　平成30年に作製してから時間も経過しておりますので、令和8年度に作製
する予定です。また、審議会にてみなさんのご意見をお聞かせいただけれ
ばと思います。配布時期は、令和9年を予定しています。

